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2025 年 3 月 10 日 
 

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号  
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  

 
【ETF】『MAXIS 読売 333 日本株上場投信』の設定・上場について 

 

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社（東京都港区、取締役社長 横川
よこかわ

 直
すなお

、以下「三菱 UFJ
アセットマネジメント」）は、2025 年 3 月 26 日（水）に『MAXIS 読売 333 日本株上場投信』を新規

に設定し、同年 3 月 27 日（木）に東京証券取引所へ上場することをお知らせします。 

当ファンドは、読売株価指数（読売 333）と連動する投資成果を目指して運用を行います。当該

指数は、日本の株式市場における全上場銘柄の中から選定された 333 銘柄で構成されており、全銘

柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出されています。特定の企業の動向に左右されにくく、

国内株式市場における幅広い企業の動向を捉え長期投資をしたい投資家のみなさまの新たな選択

肢の一つになりうると考えております。 

同日、有価証券届出書を提出する公募投信『eMAXIS Slim 国内株式（読売 333）』に加え、ETF の

設定により、お客さまの多様なニーズに応えてまいります。 

当ファンドは NISA の成長投資枠の対象です（販売会社により取扱いが異なる場合があります。

くわしくは、販売会社にご確認ください）。ファンドの詳細については次のページ以降をご覧くだ

さい。 

・当ファンドの有価証券届出書を 2025 年 3 月 10 日（月）に関東財務局長に提出しておりますが、届出の効力は生

じておりません。したがって、当該届出の効力が発生するまでに、当資料の記載内容が訂正される場合があります。

なお、有価証券届出書の届出の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。 
・『eMAXIS Slim 国内株式（読売 333）』のリスクと費用は同ファンドのプレスリリースをご覧ください。 
・『eMAXIS Slim 国内株式（読売 333）』の有価証券届出書を 2025 年 3 月 10 日（月）に関東財務局長に提出してお

りますが、届出の効力は生じておりません。したがって、当該届出の効力が発生するまでに、当資料の記載内容が

訂正される場合があります。 

ファンド 上場取引所 銘柄コード 

MAXIS 読売 333 日本株上場投信 東京証券取引所 348A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.am.mufg.jp/corp/press/__icsFiles/afieldfile/2025/03/10/release_250310.pdf#page=4
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取引所を通してお取引されるお客さま向け 
上場市場 東京証券取引所 
設定日（上場日） 2025 年 3 月 26 日（2025 年 3 月 27 日） 
信託期間 無期限 

決算日 
毎年 1・7 月の各 26 日 
※初回決算日は 2025 年 7 月 26 日 

ベンチマーク 読売株価指数（読売 333） 
取引所における 
取引単位 

10 口単位 

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】  
■取引所を通してお取引される場合に直接ご負担いただく費用  

売買委託手数料 
取引所を通してお取引される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める

売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料が

異なりますので、その上限額を表示することができません。) 
■保有期間中に間接的にご負担いただく費用  

信託報酬 
① 日々の純資産総額に対して、年率0.132％（税抜 年率0.120％）以内をかけた額 
②有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料

のうちファンドに属するとみなした額の49.5％（税抜 45.0％）以内の額 

ファンドの上場に

係る費用 

2025年3月10日現在：新規上場料（新規上場時の純資産総額に対して0.00825％（税抜 
0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間上

場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.00825％（税抜 0.0075％））、その他新規上場に係る

費用（55万円（税抜 50万円）） 
対象指数について 
の商標の使用料 

対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額

に年率 0.033％（税抜 0.03%）（上限）をかけた額） 

その他の費用(*) 
監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管等に要する諸費用、その他信託事務の処理にか

かる諸費用等 
  (*)「その他費用」については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することは

できません。 
なお、お客さまにご負担いただく費用等については、保有金額や保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額

等を記載することはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
 

 

購入・換金申込されるお客さま向け 
上場市場 東京証券取引所 
設定日（上場日） 2025 年 3 月 26 日（2025 年 3 月 27 日） 
信託期間 無期限 

決算日 
毎年 1・7 月の各 26 日 
※初回決算日は 2025 年 7 月 26 日 

ベンチマーク 読売株価指数（読売 333） 
取引所における 
取引単位 

10 口単位 

取得申込みの受付 
継続募集期間において、原則として、取得申込みができます。詳しくは投資信託説明書（交付

目論見書）の「手続・手数料等 お申込みメモ」をご覧ください。 
購入単位 1,000 口以上１口単位 

購入価額 
当初設定 ： １口当たり 200 円 
継続申込期間 ： 購入申込受付日の基準価額 
※基準価額は 100 口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 

換金単位 1,000 口以上１口単位 
換金価額 換金申込受付日の基準価額 
 

購入・換金申込されるお客さま向け 

申込不可日 

購入・換金申込受付日が次のいずれかに該当する場合は、購入・換金はできません。 
＜購入＞ 
1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日 
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算し

て３営業日以内 
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3. 決算日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、決算日が休業日の場合は、当該

決算日の４営業日前から起算して４営業日以内） 
4. ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前５営業日間 
5. 委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合そ

の他やむを得ない事情があると認めたとき 
 
＜換金＞ 
1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日 
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算し

て３営業日以内 
3. 決算日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、決算日が休業日の場合は、当該

決算日の４営業日前から起算して４営業日以内） 
4. ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前５営業日間 
5. 委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合そ

の他やむを得ない事情があると認めたとき 
 
なお、委託会社は、１．から５．に定める日の購入・換金のお申込みであっても、信託財産の

状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日

および期間におけるお申込みについては、お申込みの受付を行うことができます。 
【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】 
■申込時に直接ご負担いただく費用 
購入時手数料 販売会社が定める額 ※詳しくは販売会社にご確認ください。 
換金時手数料 販売会社が定める額 ※詳しくは販売会社にご確認ください。 
信託財産留保額 なし 
■保有期間中に間接的にご負担いただく費用  

信託報酬 
① 日々の純資産総額に対して、年率0.132％（税抜 年率0.12％）以内をかけた額 
②有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料

のうちファンドに属するとみなした額の49.5％（税抜 45.0％）以内の額 

ファンドの上場に係

る費用 

2025年3月10日現在：新規上場料（新規上場時の純資産総額に対して0.00825％（税抜 
0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間

上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.00825％（税抜 0.0075％））、その他新規上場に

係る費用（55万円（税抜 50万円）） 
対象指数についての

商標の使用料 
対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額

に年率 0.033％（税抜 税率 0.03%）（上限）をかけた額） 

その他費用(*) 
監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管等に要する諸費用、その他信託事務の処理に

かかる諸費用等 
  (*)「その他費用」については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはで

きません。 
なお、お客さまにご負担いただく費用等については、保有金額や保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

を記載することはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
 
 
■当資料は、プレスリリースとして三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基

づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。取引所を通してお取引される

際は、各証券会社が交付する上場有価証券等書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。なお、販

売会社において、購入・換金申込をされる際は、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご

自身でご判断ください。 
■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 
■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものでは

ありません。 
■委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規定により当ファンドの有価証券届出書を 2025
年 3 月 10 日に関東財務局長に提出しておりますが、届出の効力は生じておりません。したがって、当該届出の効力

が発生するまでに、当資料の記載内容が訂正される場合があります。なお、有価証券届出書の届出の効力の発生の

有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。 

以上 


